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飼料の適正製造規範（ＧＭＰ）ガイドラインの制定について 
 

このことについて、平成 27 年 6 月 17 日付け 27 消安第 1853 号をもって、

農林水産省消費・安全局長から別添のとおり通知がありました。貴会関係者に

周知方よろしくお願いいたします。 

このたびの通知は、近年、食品の安全確保に関しては、従来の最終製品の検

査を中心とする考え方から、ＨＡＣＣＰ等の工程管理に重点を置いた考え方へ

の変化に伴い、フードチェーンの一端を担う飼料についても、飼料等の輸入、

製造、販売に係る事業者自らが、原料段階から最終製品までの全段階において

同様の手法を導入し、飼料の安全をより効果的かつ効率的に確保するため、飼

料の適正製造に係る現行のガイドラインを統合するとともに、安全な飼料を供

給するために実施する基本的な安全管理（ＧＭＰ）を事業者自らが導入するた

めの指針として、「飼料の適正製造規範（ＧＭＰ）ガイドライン」を定めたの

で、了知の上、本会会員に対する周知が依頼されたものです。 

なお、本ガイドラインに従った管理を行う事業者に対しては、申請に基づき

独立行政法人農林水産省消費安全技術センターによる適合確認を行う仕組み

を検討しており、詳細が決定次第別途通知される旨申し添えます。 

 
本件内容の問合せ先 
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